
 

支
部
総
会
懇
親
会
中
止
の
お
知
ら
せ 

 
 

 

隊
友
会
習
志
野
支
部
は
、
毎
年
六
月
、
支

部
総
会
を
兼
ね
た
懇
親
会
を
開
催
し
、
支
部

会
員
の
融
和
親
睦
と
会
員
相
互
の
情
報
交
換

を
図
る
を
例
と
し
て
い
ま
す
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
今
年
に
入
っ
て
の
思
い

も
よ
ら
な
い
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
世
界

的
蔓
延
、
賑
や
か
に
杯
を
挙
げ
て
歓
談
す
る

こ
と
な
ど
許
さ
れ
な
い
状
況
に
鑑
み
、
六
月

の
支
部
総
会
・
懇
親
会
の
実
施
は
、
一
旦
延

期
し
て
模
様
を
見
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
爆
発
的
伝
染
は
収
ま
っ
た
か
に
見

え
ま
す
が
、
こ
の
首
都
圏
界
隈
で
の
毎
日
の

感
染
者
数
は
高
止
ま
り
の
状
況
で
予
断
を
許

さ
ず
、
こ
の
度
、
支
部
長
の
独
断
で
、
令
和

２
年
度
隊
友
会
習
志
野
支
部
総
会
・
懇
親
会

は
、
中
止
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
の
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。 

幸
い
、
支
部
総
会
の
席
上
で
お
諮
り
す
べ

き
格
別
の
議
題
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
も
し
支

部
運
営
に
関
す
る
ご
意
見
を
お
持
ち
の
方
が

あ
れ
ば
、
個
別
に
支
部
長
宛
て
、
手
紙
な
り

メ
ー
ル
な
り
の
手
段
で
お
届
け
下
さ
い
。 

な
お
、
毎
年
の
支
部
総
会
の
席
上
で
ご
報

告
し
て
お
り
ま
し
た
前
年
度
支
部
会
計
収
支

報
告
は
、
令
和
元
年
度
分
に
つ
い
て 

本
支

部
会
報
の
第
２
頁
に
掲
示
・
報
告
申
し
上
げ

ま
す
の
で
、
ご
確
認
下
さ
い
。 

 

千
葉
県
隊
友
会
の
総
会
も
書
面
に
よ
る
議

案
提
示
・
議
決
と
な
り
ま
し
た
し
、
隊
友
会

及
び
関
係
諸
団
体
の
予
定
し
た
行
事
・
活
動

も
軒
並
み
中
止
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

現
役
自
衛
隊
に
お
い
て
も
同
様
、
市
民
と

の
交
歓
行
事
の
殆
ど
が
中
止
と
な
っ
て
お
り

ま
す
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
コ
ロ
ナ
ウ
ィ

ル
ス
の
襲
撃
に
必
死
に
耐
え
な
が
ら
、
コ
ロ

ナ
ウ
ィ
ル
ス
対
応
活
動
、
豪
雨
災
害
派
遣
活

動
な
ど
に
休
む
こ
と
な
く
懸
命
に
活
動
し
て

く
れ
て
い
る
現
職
隊
員
諸
君
の
労
を
心
か
ら

労
い
、
無
事
を
祈
念
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

（
支
部
長 
柚
木
文
夫
） 

 会
員
の
声 

 

コ
ロ
ナ
禍
に
憲
法
改
正
を
考
え
る 

 

昨
年
十
二
月
に
中
国
・
武
漢
市
で
発
生
し

た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
は
、
猖
獗
を
極
め

世
界
的
な
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
も
た
ら
し
た
。

世
界
の
感
染
者
数
は
１
６
５
０
万
人
、
東
京

都
の
人
口
を
優
に
超
え
る
数
字
で
あ
る
。 

わ
が
国
で
は
、
首
相
の
「
緊
急
事
態
宣
言
」

発
令
を
機
に
、
国
民
の
間
で
自
粛
ム
ー
ド
が

浸
透
し
、
爆
発
的
感
染
は
抑
え
ら
れ
た
か
に

見
え
る
が
、
い
ま
だ
に
毎
日
数
百
人
規
模
で

感
染
者
数
は
増
え
続
け
、
今
や
全
国
で
感
染

者
数
は
７
万
人
を
超
え
る
（
八
月
末
現
在
）。 

 

 

今
回
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
欧
米
諸
国
が
感
染

拡
大
阻
止
の
た
め
に
執
っ
た
措
置
は
、
き
わ

め
て
厳
し
い
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
国
で

は
、
憲
法
が
国
民
の
人
権
を
手
厚
く
保
障
し

て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
い
ざ
国
家
的
な
緊

急
事
態
に
遭
遇
す
る
や
、
速
や
か
に
危
機
を

乗
り
越
え
る
た
め
に
、
一
時
的
で
は
あ
る
が

様
々
な
人
権
や
私
権
の
制
限
を
行
っ
た
。 

 

例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
憲
法
上
、
大

統
領
に
強
力
な
緊
急
措
置
権
が
認
め
ら
れ
て

い
る
が
、
今
回
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
「
国

家
非
常
事
態
法
」
に
基
づ
い
て
「
国
家
非
常

事
態
」
を
宣
言
し
た
。
こ
の
宣
言
発
令
に
よ

り
、
大
統
領
は
法
律
で
定
め
た
伝
染
病
対
策

を
始
め
と
す
る
様
々
な
強
制
的
措
置
を
執
っ

た
。
イ
タ
リ
ア
で
も
、
憲
法
の
緊
急
事
態
条

項
に
基
づ
き
、「
外
出
制
限
令
」が
発
令
さ
れ
、

違
反
者
に
は
最
高
３
５
万
円
の
罰
金
が
科
せ

ら
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
憲
法
に
基
づ
き

大
統
領
に
強
大
な
緊
急
措
置
権
が
認
め
ら
れ

て
い
る
が
、
今
回
、
仏
政
府
は
「
非
常
事
態

法
」
に
基
づ
き
、「
外
出
の
禁
止
」
や
「
店
舗

の
閉
鎖
」
を
命
令
し
、
違
反
者
に
罰
金
や
禁

固
刑
ま
で
科
す
る
強
制
措
置
を
執
っ
た
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
、
今
回
、
我
が
国
で
執
ら

れ
た
緊
急
措
置
は
、
改
正
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
も
の
だ

っ
た
。
こ
の
特
措
法
に
基
づ
き
四
月
七
日
、

首
相
に
よ
り
７
都
府
県
に
対
し
て
「
緊
急
事

態
宣
言
」
が
発
せ
ら
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
、

各
都
府
県
の
知
事
ら
に
よ
っ
て
様
々
な
緊
急

措
置
が
執
ら
れ
た
。 

 

ま
ず
執
ら
れ
た
の
が
「
外
出
自
粛
」
の
「
要

請
」、
更
に
商
業
施
設
等
に
対
す
る
「
休
業
」

の
「
要
請
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
「
命
令
」
で
は
な
い
た
め
、
強
制

力
も
罰
則
も
な
い
。 

従
っ
て
、
何
度
「
要
請
」
を
受
け
て
も
一

向
に
休
業
し
な
い
パ
チ
ン
コ
店
が
あ
っ
て
も
、

取
り
締
ま
る
術
が
な
い
。
し
か
も
、
政
府
の

外
出
自
粛
の
呼
び
掛
け
を
無
視
し
て
、
わ
ざ

わ
ざ
県
外
の
パ
チ
ン
コ
店
に
出
か
け
る
人
も

後
を
絶
た
な
い
体
た
ら
く
で
あ
る
。
ま
た
、

知
事
ら
の
度
重
な
る
「
協
力
要
請
」
を
無
視

し
て
強
行
さ
れ
た
格
闘
技
の
大
規
模
イ
ベ
ン

ト
の
こ
と
も
記
憶
に
新
し
い
。 

大
多
数
の
国
民
が
「
自
粛
」
に
協
力
し
、

こ
の
国
家
緊
急
事
態
を
乗
り
切
ろ
う
と
し
て

い
る
と
き
に
、
自
分
勝
手
な
行
動
で
他
者
の

安
全
と
生
存
を
脅
か
す
人
が
い
て
も
、
現
行

憲
法
と
そ
れ
に
基
づ
く
法
制
下
で
は
、
ど
う

す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
こ
ん
な
状
況
で
、

も
し
感
染
爆
発
が
起
き
た
ら
ど
う
す
る
か
。 

問
題
な
の
は
、
現
憲
法
に
、
首
相
に
国
家

緊
急
事
態
宣
言
を
発
す
る
権
限（
緊
急
大
権
）

が
な
い
こ
と
に
あ
る
。
連
合
国
軍
総
司
令
部

か
ら
占
領
時
に
押
し
付
け
ら
れ
た
現
憲
法
は
、

日
本
弱
体
化
を
目
的
に
作
文
さ
れ
た
も
の
で
、

人
権
へ
の
配
慮
ば
か
り
が
優
先
さ
れ
、
国
家

有
事
に
お
け
る
私
権
の
制
限
な
ど
は
考
慮
の

外
だ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

世
界
の
殆
ど
の
国
々
は
、
憲
法
上
に
、
国
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家
的
な
危
機
を
克
服
し
国
民
の
生
命
と
安
全

を
守
る
目
的
で
、
緊
急
事
態
条
項
を
明
記
し

て
い
る
。
今
回
の
コ
ロ
ナ
危
機
の
教
訓
を
反

芻
し
、
我
々
も
世
界
の
国
々
に
な
ら
っ
て
、

我
が
国
の
憲
法
に
相
応
し
い
緊
急
事
態
条
項

を
考
え
、
国
家
的
な
危
機
に
平
素
か
ら
備
え

て
お
く
必
要
性
を
痛
感
す
る
も
の
で
あ
る
。 

コ
ロ
ナ
禍
を
き
っ
か
け
に
憲
法
改
正
論
議

を
す
る
こ
と
自
体
を
「
悪
乗
り
」
と
批
判
す

る
向
き
も
あ
る
が
、
こ
ん
な
と
き
だ
か
ら
こ

そ
、
国
民
も
真
剣
に
憲
法
改
正
論
議
に
向
き

合
え
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。 

（
会
員 

Ｙ
） 

 

行
事
等
の
お
知
ら
せ
な
ど 

 

▽ 

行
事
等
の
実
施
・
参
加 

 

○ 

千
葉
県
護
国
神
社
春
季
例
大
祭 

 

四
月
十
日
、
千
葉
県
護
国
神
社
に
お
い
て

春
季
例
大
祭
が
執
り
行
わ
れ
た
。
コ
ロ
ナ
禍

の
中
、
一
般
参
列
者
の
参
殿
は
取
止
め
と
な

り
、
神
職
の
み
に
よ
る
祭
祀
が
厳
か
に
執
り

行
わ
れ
た
。 

 

な
お
、
大
祭
に
先
立
つ
四
月
四
日
、
神
社

境
内
の
清
掃
奉
仕
に
、
４
０
名
の
隊
友
会
員

が
参
加
し
汗
を
流
し
た
。
加
え
て
千
葉
県
郷

友
連
会
員
１
０
名
の
協
力
参
加
が
あ
っ
た
。 

 

○ 

千
葉
県
隊
友
会
総
会 

 

四
月
開
催
予
定
だ
っ
た
令
和
二
年
度
千
葉

県
隊
友
会
総
会
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染

防
止
の
観
点
か
ら
、
書
面
に
よ
る
総
会
と
な

り
、
各
会
員
の
返
信
ハ
ガ
キ
に
よ
る
票
決
に

よ
り
、
議
案
は
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
た
。 

 ○ 

習
志
野
自
衛
隊
の
諸
行
事 

 

四
月
開
催
の
習
志
野
駐
屯
地
創
立
記
念
行

事
は
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
防
止
の
た
め
一

般
参
加
者
の
参
加
を
取
止
め
、
現
職
隊
員
の

み
に
よ
り
記
念
式
典
が
実
施
さ
れ
た
。 

ま
た
八
月
恒
例
の
習
志
野
駐
屯
地
夏
ま
つ

り
は
、
同
様
の
理
由
で
中
止
と
な
っ
た
。 

 

▽ 

行
事
等
の
今
後
の
予
定 

 

○ 

千
葉
県
護
国
神
社
秋
季
例
大
祭 

  

十
月
十
日
、
千
葉
県
護
国
神
社
に
て
開
催

さ
れ
る
が
、
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
防
止
の

た
め
、
一
般
参
集
者
の
参
殿
は
な
く
、
神
職

の
み
に
よ
る
祭
祀
執
行
の
予
定
。 

な
お
、
千
葉
県
隊
友
会
の
行
う
奉
仕
活
動

は
、
本
年
も
十
月
三
日
、
神
社
境
内
清
掃
奉

仕
を
予
定
。
会
員
有
志
の
参
加
を
乞
う
。 

 

○ 

そ
の
他
の
参
加
予
定
行
事
等 

 

全
て
予
定
困
難
。 
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